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　規 格の変遷 で は、ANSI、　 JIS、トSO などの絡 み合い

が あ り、ドラ マ も あ る。そ れ ら の 中か ら幾つ か の ポ イ

ン トに絞 り、規格 の説 明も含めて解 説する 。

1． 色指定の主役は色見本

　わが 国最初の 、安全 色
・
安全 標識の 規格とも 言う

べ き JIS　M 　7001 鉱 山保 安警標 が制 定 された の は

195 ］年 で ある。こ れは 条文 ］頁 6項 目、備考として

（財）日本色彩研究所の ［色の標準］による色見本 、 付

表 として色刷 りの保 安警標の デザイ ン 3頁 の、極めて

簡 素 な本 体に対 して 、何 と研 究論 文 のような大 島 正

光の 解説が 57 頁と言うもの で ある 。

　 色 は赤 、だ いだ い 、黄 、緑 、青 、臼、黒の 7 色で、

色の 表示 事項 は条 文 には なく、付 表 のデザ イン を見

れば分かるようにな っ て い る 。 だい だい は色見本には

あ っ て も付表の 中 で は使わ れて なく、危険が赤とな っ

て いる。鉱山の ような 環境 で は、黄赤は効果 が発揮

できながっ たのか ．

　要 は こ の規 格の 目的 は、こ の目 で 直 に見る
’L
こ の色

”

を色 見本で 示す こ とにあ り、色 記号はそ の出典に過

ぎない と考えら れ て い た c

　 そも そもこの規 格 は、アメリカの鉱 山で使用 され

て い た警標が、1949 年に日本 にも たらされ て 国産

化されたので、JISに制定 されることにな っ た 。

　 次いで、M7001 から遅 れる こ と2年の 1953 年に、

安全色の 本元となるJIS　Z　9101 安全色彩使用通則

が制定された 。 母体とな っ たのは、ア メ リ力規格協会

の 安全色彩コ
ー

ドASA 　Z　53 −］（1953 、　ANSIの前身）

で ある 。

　 こ こ で、色の 指定 は度々審 議を重ねた結果 、東 尭、

稲村耕雄 など、色彩科学協会（日本色彩学会の前身）

の 委員の 先導で 、1931 （2s視野）×YZ表色系を採用

することにな り、赤、黄 赤 、黄、緑、青、白、黒 の

［ニ ー一

それぞ れの 基準 色と許容範囲が定め られ、付図とし

て 色 度 図 が 添 え られ て い る、 こ れ は ISO　3864

（1984 ）から31 年も前の こ とである 。

　そ して 、こ こ で 保 安警 標 の主 役 で あ っ た 色見 本 は

L

参 考
”
に格下げとな っ た 3 い かにも厳密に見える色度

座標の 数値のほうが、規格にぶさわしいと考えたと思

われる 。 しかし、そ の 後 ］959 年の 改正 で 、色 の 指

定は XYZ 表色系か らマ ン セ ル 表色系（JIS標準色票 ・

1958 ）に切り替えられ、規格に表 示する色見 本 も、

比 色 し易 い よ うに大ぎ め に する な ど、色見 本の 主役

の座 がよみがえ ⊃ たの であ っ た 。

　こ れ は、現 在の 規 格 で も 踏襲 され て い るし、ISO

3864 −1でも付属書 と して 、JLS　Z　8721 、DIN　6 ］64 、

AFNOR 、　 NCS の基 準色の数値が示されて い る 。

2． 挿話 ：青の 悲劇

2．1　 青の表示事項 は禁止

　少し戻 っ て ］956 年、JISZ9101 の 第 1回攷 正 で 、

何と青 の表示 事項 に禁止が加わ り、道路以外の 立 入

禁止 箇所 には青 を周 いることとな っ た 。 そ の他 、赤

は 停止 を意味する が、電気関係 で は通 電を意 味する

ので、緊急停止ボタンだけ使用箇所例に入 れること、

など の 苦 心 の跡 が見 られる。また、 1955 年 に制定

され たJIS　Z　9103 産業安全 標識 に、黄の 地 に赤紫

の形 の放射 能標 識が規定 された ので、この 赤紫を安

全色に加え た。こ こ で さす がに青が禁止 を表 すの は

どうもと言う意見が多く、次の 1959 年の 改正 で 禁止

は赤だ けに絞 られた。そのため青の 表示事項で あっ た

［用心1が、後の改正で、
“
A ル メ ットを被れ

””
保護めがね

着用
1’
な どの命令的な強い 役目を持つ ［指示］を表す色

に決ま D、かろうじて安全 色の地位を保っ たので ある 。

2，2　安全色光の 青は青紫

　道 路 交通 法で は、E召和 17 年 （1942 ）の警視庁の
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一
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告 示 で 、信号灯の 進行が緑色で あ っ た の を、昭和

22 年 （］947 ）の 法改正 で 、日本 人 の 色 名感 覚 に合

わ せて青 信 号と呼ぶ こ とにな っ た。臼熱灯や日色蛍

光 ラ ン プ に 青色 フ ィ ル タ ー
を か ぶ せ て 発 色させ るの

で、現在 の 青色 発光 ダイオ
ー

ドと違っ て 青色の 範囲

は不 安定で あ っ た 。 図 1は、安 全色 光 と信号 灯と光

源色 の色 名の 青につ い て の 色度座標の 範囲を比較し

たも の で ある ．

　 これをみると、確かに短波長側の 安全色光の 青は

青紫へ の 越 境は あ る が、誰が見 て も青の 色名 で代表

させるのが普通だと思われる。

　こ のような状況を無視して 、「青信号」の 範囲 （警察

庁仕様 ：車両用交 通信号灯器 ）を色 名の肯緑を中心と

した、色名 の緑 と吉との 中 間帯に割 り込んだ形で 納

め 、青と呼ぶべ ぎ短波長 の倶1」のJISの 安全色光 につ い

て 、青信 号 との 区別 を 明確 に す る ため に 青紫 と呼ぶ

ことが強く求められたの であっ た。

3 ， オレン ジ色バトル

3．1　 1SO　3864 改正WG1 の発足

　 ISOが安全色に関する勧告案を提案 したのは 1950

年頃に始まると見られるが、それが ISOITC80 「Safety

Colours　and 　signs 」によっ て DIS （国 際規格案）にまと

め られ、 1979 年 に会 員 団 体に回覧 された 後、ISO

3864 「Safety　ColQurs　and 　Safety　Signs」の 初版とし

て 刊行されたの が 1984 年である 。

　 こ れ に対 して 日本 で は、ISOを意 識 しな がらも JISは

JISとして 、またア メリカはASA から、 1969 年に再編

．∵1ゴi

」ζゴ

図 1　 安全色光と信号灯と光源色の色名の青の比較

成されたANSI （American　National　Standards　Instrtu†e ）

に よ っ て 、そ れ ぞ れ 独自 な 歩 み が 続 け ら れてきた の

である 。

　 日本や、ア メリカか らすれば、ISO　3864 はどうや

らヨー
ロ ッ パ中心の規格に見 えて い たようで ある。現

に ISQ　3864 を ア メリカは承認 して い な し、し、日本は

会員 団体として参力口していなかっ た。

　そ の 後、国際交流の 急速な進展に と もな い 、言語

の相違を超えて情報を伝達 でぎる、図記 号 による安

全標 識の整 備拡充 が必要視され、初版で は付属 書に

十数例しかな い 図記号 標識を大幅に増やす こ とを中

心に、本 体 の諸 項 目の見 直 しも含 めた改正 を行うこ

ととなっ た。

　 そ して 、図記 号標 識 は公共 案 内図記 号 と密接 な 関

係にあ るこ とから、 1987 年に こ れ まで のTC80 か ら

TC ］45 「GraphiOal　symbors 」に移 し、そ の SC　2 とし

て改正 作業を発足する ことになっ た 。 この 時点で、こ

れま で の TC　80 で 「Safety〔）olo コ rs　and 　signs 」とな っ

て い た も の が、TC 　145 〆SC 　2では「Safety　identification，

slgns ．　shapes ，　symbols 、　colQurs 　and 　lettering（安全

認識、標識、外形、図記号 、色及 び書体））と言う細

分化された表題となっ た。

　そ しで 、1993 年に至 っ て ようやくISQ　3864 を改

正 する ことが決議され、翌 1994 年 5月 に作 業部 会

WG 　1 （主として ISO　3864 の 改 正 ）とWG2 （標 識板

関係の 原案作成審議）の 第 1回国際会議が ベ ルリン市

の DINで 開催 さ れ る 運 び と な っ た 。

　丁度その頃 、（社）日木保安 用品協会 で 1ま、安全色

に関するJISの 統廃合、　 ISO等の国 際規格との整合化

の 内容整 備な ど の 、見直 し改正 作 業が お こ なわ れ て

い た 最 中 で あ り、早 速 Pメ ン バ
ー

（Partic［patlng一

図2　改正案の幾何学的外形とその 意味
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member ：積極参 加会員）となり、　 SC　2の 国内対策委

員会を発足させ、児玉 晃と太 田幸夫をWG に代表とし

て送る こ とにな っ た の で ある u

　ち な み に、初版の承 認国は ヨー
ロ ッ パ諸 国や南米、

ア フ リカな どの 18 ヶ 国、不承認国はベ ルギー、チリ、

ス ウェ
ー

デ ン、ア メリカの4 ヶ 国 で あ っ た。

3．2　改正案とオレンジ色

　改正 案の 幾何学的外形とそ の 意 味は図 2のようで

ある。

　こ れに対して 日本は，ProhibitionとWarnrng の 閂 に菱

形の オ レン ジ 色を入 れ IANSI の

赤 ：DANGER （回避 しな い と死 亡又 は重傷を招 く差し

　 　　 　　 　 迫 っ た危険）

黄赤 ：WARNING （回避しない と死亡又は重傷 を招く

　　　　　　 可能性の ある危険）

黄 ：CAUTION （回避 しな い と軽傷又は中度の 障害を

　　　　　　　招く可能 性のある危 険）

と言う危 険の 3段 階表 示を念 頭に入れながら、日本が

1950 年代か らオレ ン ジ色を使 ：〕た菱 形の 危 険標 識

と、黄色 による逆 三 角形の 注意標識を使い 、ANSIの

高度 の危 険も、中度の 危険と の 区別が付け にくい事

などか ら、オ レ ン ジ色の菱 形 をDanger 　or　Warningの

危険標識、黄色の三角形をCautionの 注意標識とす る

ことをWG ］に提案した。

　これに対して、議長 の Daniel　Page （次回か ら議長

は Heinz　Terstiegeに代わる）が以 下 の ような案文と し

てまとめた。こ れをペ ージの 妥協案とい う。

「オ レ ン ジ色は、ISO　38640
“
そ の 他 の 安 全 色

”
と し

て認め られる。」

「オ レン ジ色の 安全標識は逆 三 角形か菱形の どちらか

の 形を持つ べ ぎである 。 」

「警告標識 （Warning）の み の 場合よりも レベ ルの高い

1丿ス クや危険を示唆する組み合わせ標識 とするために、

警告標識と共に使 用されるもの とする 。」

「関連 する全て の表と図にオレン ジ色に関して 追加さ

れる 。 」この提案に日本 は驚喜した 。

　 しか し、逆三 角形に つ い て 、こ れま で 日本は正 三

角形が屋根の町並み や植物の 形との類似性に対して 、

その不 安定感 によ っ て 危険 の イメ
ー

ジが強まるとして

き た が、そ の 頃 す で に、製 品安全 の 分 野 で 正立 三 角

形に感嘆符の入 っ た 注意 口奐起 マ
ー

クがおびただしく使

われて い たので、国内委員会としては逆三 角形の 提

案を引 っ 込めるこ とにした の で あ る。

　こ れ らの 提案にもとづき、ペ ージが示 したオ レンジ

色の使用 例は図 3である、，

　まさ にオ レン ジ色 は 組み 合わ せ 標識の 補助色とし

て使用されているのである。

　日本は、オレン ジ色 の菱形とい う目新しい 標識に対

す る抵抗が感 じら れる、会 議 の雰 囲気 の中で 消極的

にな り、ペ ー
ジの妥協案で よい こ とを表明して 帰国し

たので ある 。 そ して 帰 国後、どうしても中 途 半端 な

妥協案 を呑 む不 満が納 まらず、次 の WG 　1で も う 1度

日本案を再審議する ことを、書面 で次の議 長の テル

ステ ィ ゲに申し入れたの で ある。

　こ れ に 対して 「日本は ペ ージの 妥協案 を否 定 したこ

とにな る の で 、オレ ン ジ色の採択は全て撤 回する」と

の 議長の裁断が下 され て しまっ た。

　これ に対して アメ 1丿力は、オ レン ジ色 の 重 要性を、

特に 産業機械の製品 安全標識にオ レン ジ色 を使 っ て

い る他の ISO規格 を挙げて 説 明し、　 ISO　3864 が安全

色 と安全 標識 の
一

般的な原則とある の に、矛 盾して

い るの で はな い かと抗議 の意見 を述 べ た 。 こ こ に至

っ て 、はじめ て isO　3864 の 適 用 範 囲 が、　 JISで 環 境

安 全ととも に製品安全に も適用 されると解釈 したよう

に、必 すしも明確でないことが露見したの で ある。そ

して こ れが、現在まで 審議した もの を環境安全に限 定

して ISO　3864 の Part1とし、新たにPart　2として製 品

安全 の規格を起 こ す こ とにな D、こ れに つ い て は ア メ

yellow

Oran解

y臼縛ow

e「ange

図2 　改正案の幾何学的外形とその意昧
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リカが草案を作るこ とにな っ た。そ して さ らに Part　1の

付 属書 Bに当たる図記号 標識 の例 をPart3とする扱い

となっ た。それ で も、Part　2で は、オ レン ジ色 は正規

の 安全色とは認 められず
ト’
赤、黄、青の安全色とオレ

ン ジ色
’
というように継子の ような扱 いを受 けている

の が 現状 で あ る 。

　CD の審議 においても、日本は Part　 1は他の規格の

基になる
一般原則で あるから、関連規格にあるオ レ

ン ジ色を入れ て おかなければおかしい こ と、こ れ か ら

の 高齢化社会の 進展で 目の 水晶体の 黄変が、黄色 の

識別を低下させる こと、積蠧 地帯 では、雪の 白で黄

色の 標識が見え に くい こ と、日本 の 建 設省 で 、道 路

工 事用の安全標識にオレンジ色を採用 したこと、など

を挙げて オレ ン ジ色を安全 色に加える こ との 再提案を

行 っ たが、容 れ ら れな い まま に CD か ら DISへ の 適否

の 投票に進 んだの で ある。

　 以 上 の よ うな 経 緯 に よ っ て ISO　3864 −1、

Graph 「cal 　 symbols −Safety　eolours 　and 　safety 　signs

（以下は略）
− Part　1：Design　Princlples†or　safety 　signs

in　workplaoes 　and 　publiG　areas
”
が 2002 年 に、　 ISO

3864 −2 、
”− Part　2 　DeSlgn 　prlnCipleS　fOr　prOdUOt

safety 　Iabels
”
が2004 年 に、　 ISO　3864 −3、

’」
Part　3：

Design 　criteria　for　graphical　symbols 　for　use ［n　safety

signs
’』
が2006 年に干1」行されたのである。

　 オレン ジ色 は こ の Part　2の 中に、危 険 3段 階の中度

の危険を表示する色としてその 坐が得ら れたが 3 段階

の 色表示 は、残念 ながらオプショ ン とな っ て し、る 。

4 ． 色覚異常と安全色

　安全色は、色彩により万人 に危 険そ の他 の情報 を

明確 に伝 えるも ので な ければな らない 。 し か し万 人

の 中には色覚異 常 者が存 在し、危険を示す赤と、安

全を示す緑が同じ色に見え て 困ると言う事態が起こっ

て い る．そ の よ うな 強度の 色覚異 常者に とっ て 安全

色はまさに危 険色とな っ てしまうのである。

　 日本では、1956 年の JIS　Z　9101 の 改正に際して 、

ASA がす で にこ の こ とを考 慮して い たことを知り、問

題として取り上げられた 。

　 日本人の色覚異 常者は、男性5％ （約 500 万人）、女

性 0．250fo（約 25 万 人 ）と言われ て い るが、そ れ らの

人たち にも当然安 全色 の 識 別 が で きるように色 を選

択 しなければならない 。 それは特に緑 の選び方である 。

図4 ］、4 ．2 は色 盲混 同線 と言 い 、直線 上に あ る 色

は異常者に区別で きな い関係にある こ とを示す 。 色

瀞

愚
L．篷

　　　　　 室　　　／1L　　　／12　　　　．目

図4，1　 第 1色盲の 色度混同

グ

タ膨

図4，2　第 2色盲の色度混同
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［壁 黔 色 安全職 糯 麩 の 駛 1

盲 という言 葉 は蔑視 用語として 嫌わ れ て い るが、色

覚異 常者の 細分 化で 使わ ざ る を得 な い 用語 で ある。

（図4．1は赤異 常、図4．2は緑異常）。］953 年の 規格

の緑（色相 2．5G ）は、赤 （色相 5R）との混 同線 上 にあ

ると い うこ とで 、］956 年 の 改 正 で 緑は 5G に修正 さ れ、

1959 年の改正 を経て ］986 年の 改正で 10G の 肯み

の緑となり、図4．3のような色度座標の範囲となっ て

い る 。当時の ISO　3864 （］984 ）初版 では、全 く上

記の ような配 慮がなか っ たの で WG 　1部会 で 日本が提

案し、図4 ．4の ような青味の緑の領 或に広 げられて い

る ．ち なみ に、黄緑の 範囲 に も 広が っ て い るが こ れ

は蛍光色材の色度 座標の範囲 を含 めたため で ある。

Prof，Heinz　Terstiege（］934 〜 200D 享年67 才

　筆者 はAICなどで個 人的にも親交 があっ たの で、心

の底で い つ も気にされて い たと思われる 。 筆者が求

めたオ レン ジ色を入 れるようにと遺言 があ っ たという。

こ こ に謹んで こ溟 福をお祈り申し上 げる次第で ある。

表 1 安全色関係 の JISリス ト

制定年．月

JISM7001 （195UD 鉱山保安警標

JISZ9 ］01 （1　953 ．7）安全色彩使用通則

JISZ9 ］02 （1954 ．3 ）配管系 の 識別表示

JISWO601 （1954 ．7）航空宇宙
一
配管

一
識別

JiSW8301 （1955 ．3）航空標識の色

j）SE3301 （1955 ．4）転て つ 器標識

J［SZ9 ］03 （1955 ．8）安全漂識

JIS　E　3303 （］955 ．9）鉄道 信号保 安用 燈器の レ

ン ズ、フ ィルタ、反射鏡及びセ ミ シ
ー

ルドユ ニ ッ ト

JISZ9 ］04 （1959 ，2）安全色光使用通則

JISZ9 ］05 （19602 ）反射安全標識板

JjSZ9 ］06 （19633 ）蛍光安全色彩使用通則

JISZ9 ］07 （1963 ．10 ）安全標識板

JISZglO8 （1964 ．2 ）蛍光安全色彩使用通則

JISZ9109 〔］966 ．］）安全標識灯

JIS　E　3701 （1966 ．3 ）踏切諸施言殳の色彩

JIS　K　5673 （19674 ）安全色彩用蛍光塗料

JISZ9115 （］968 ］D 自発光安全標識板

JISZO151 （］973 ．3）危険物の表示マ
ー

ク

JIS　F7005 （1975 ．2）船用配管 の 識別

JISZ9117 （］975 ．1D 保安用反射シ十 及びテープ

JISZ9100 （］9872 ）蓄光安全標識板

新 JISZ9101 （］995 ．3）安全色及び安全標識

新　 JISZ9103 （］995 ．7 ）安全色
一一

般的事項

新 JISZ9104 （1995 ．7）安全標言哉
一一

般的事項

新新 JISZ9 ］0 ］ 〔2005 ．］0 ）安全色及び安全標識

　
一
産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則

　（ISO　3864 −］：2002 ）

新新 JISZ9103 ：2005 ．10 ・安全色
一一

般的事項

新新 JISZ9104 ：2005 ，10 安全標識
一一

般ヨ勺事項

5， 規格の変遷と統合

　表 1は、当初から現在ま で の 、安全 色 と安全標識

及 びそれ らに係 わる諸規格 を、制 定年 度順 に記載 し

たもの で ある。前段は色材、業種などの 個別の 規格

であ り、後段の ヘ ッ ドに新を付した もの は、主として

色材別 を統廃合 して まとめた現在の規格 で ある。

5．1　 色材別の規格

　JIS　Z　9104 　安全色光使用通則 ・Z9109 安全

標識灯

　安全色彩 使用通則 の初期の改正 時点で、こ れに
’．
光

色
1
を含め る べ きとの 意 見 が出たが、同

一
規 格で は無

理 とい うこ とで 、］959 年に別個の 規格として 安全色

光使用 通則が制定された 。 適用範囲や色の表示事項

は、総則で ある安全 色彩使用通則に準じて お り、使

用例が信号灯やラ ン プ、尾 灯などの 、い わ ゆる灯火

に つ いての ものである 。 総 則との違 いは、適用 範囲

で 「道路」が 「通路 」に変わ D、道路交 通法 の 優位 に 配

慮して い る。また、黄赤の 色光は、夜間 に お ける色

覚 の劣化 に よ つ、赤 や黄の色 光、あ るいは白熱 電灯

な どと 区 別しに くい と考え 、省か れ て い る。そ の た め

危険の 表示事項は赤に移行した 、

　また、道路の 信号機の 青色 の 灯火との 関係で 、本

来ならば
’．
青
”
とい うべ き も の を

”
青紫

「1
と呼称する こ と

になっ ている 。 これにつ 1のては 2章 で説明 した 。

色の 指定は、色度座標の 範囲をその 直線の 方程式で

表して い る。

　安 全標識灯 の規格 の制定 は 1966 年 で 、色 の表示

事項や 色の 指定は安全色光使用通則と同 じで ある 。

相違点は構造が白色蛍 光ランプを内蔵した行灯 の表

面を標識 （内照式）にした、い わば
’‘
色光安全 標識 で 、

昼 間や 明る い と こ ろ で 消灯 しても安全標 識板として機

能することにな っ ている。

L− 一 ＿ 7
−

7
− 一 一

］ 99 ［− 1．
一一 一

「
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　 JIS　Z　9105 反射安全標識板・Z9117 保安用反

射シート及 びテ ープ

　 反射安全 標識板 は、当時の安 全標 識板 や鉱 山保 安

警標に、微細なガラス玉 を基板に展着する指向性反

射加工を施したものとして 、1960 年に制定された。

　色の 種類は、安全標識などにその まま全面加工 を

するの で全部の 色とな り、従 っ て黒が含 まれて いる 。

そ して 、こ の 黒 は力ロエ に よっ て 明度が 高くな る ため、

マ ンセル記号でV6 （グレ
ー）以下と言うことになっ てい

る。また、反射性能や再帰反射係数に当たる値を
’
輝

ぎ
』
と称し、標準拡散反 射の 白を］として、反 射標識

板 の 白は 19とな り、そ の他の 色は 4 〜 8なの に対し

て、黒 は 12 とな っ て い るのである 。

　こ の 黒 の 問題 はしばらくそ の ままにな っ て い たが、

1975 年 に、反 射加工 の 色材 の 規 格として 、Jjs　Z

9 ］17 に保 安用 反射 シー
ト及びテ

ー
プが 制定 された

の に伴し、、これを取り入 れた規格として 改正され、標

識板の 色と して は 除外さ れ て い る 。

　 この反 射 シー
ト及 びテ

ー
プでは、適用 範囲 に

”
道 路

標識 その他の道 路付属 物
’
など道路交 通法に基 づくも

の と して規定されで い る 。 これ は、これまでの各規格

で はな しえなか っ た 大ぎな 適用 範 囲 の 拡 大 で 、事 業

所や作業所 その他の いわ ば限定 された囲み の 中に閉

じ込 め られ ていた 安全色 の規 格 が、や っ と公 道 に大

手を振 っ て 出で ぎたと喜 ば 4 た の で ある。

　 「道路標識八 ン ドプ ッ ク」に も、反 射シ ートに 関 する

マ ニ ュ アル が あるが、性能
・
試 験方法な どの詳細 は定

め られ て い な い の で 、特 に道路 標識 用として の 重 要

性から一
層 高品 質の反 射シートを囲指してJISがそ の

重要性 を担 う役を買 っ て で たの である。

　JIS　Z　9106 蛍 光 安 全 色彩 使 用通 則 ・Z　9108

蛍光安全標識板

　 1950 年代にな っ て 蛍 光塗料がわが国 に導入 され

始め、耐候性の 改良も進んだ の で 、こ れを安全角 と

して 利 用 す る こ と にな り、1963 年 に 色 彩 通 則 、

］964 年 に標識 板 の 規 格が制定 された。そして そ の

使用 につ い ては、あくまで も  安全色を強調する必

要の ある箇 所、  照明の行き届か ない場所  煙、粉

じん、霧 などの 視 界が妨げられ る場所、に限られる

補助 的なもの であると明記され て い る 。 決して作業

環境 や景 観 の 中の 騒色 にな っ て はな らな いとの こ と

で ある。

　色の 種類は、蛍光赤、蛍光黄赤、蛍光黄、蛍光緑、

蛍光赤紫 （次 の改正 で 追加 ）の 5色 で 、青及 び白と黒

はない 。青 は技術的に明るい青 の蛍光 色 がで きなく

て 効果 が期待で き な い た め と、青の 表示 事項 が蛍光

色 で 訴 える程 の 緊急 なもの で はな い、とい ：〕た理 由

である 。 自も同様な意味で除外されたが、標識の中

で 背景 や文字 ・記 号の 白だけが黒 ずん で 見えるの は、

標識全体の デザイン として い かが なもの かと思案は

なされた 。

　色 の 指定 はXYZ表 色系に より、蛍光 緑を 除い て 色

度座標の範囲 はほ「ま通常の 安全色と同様で ある 。 輝

度率は当然通常の 倍以上 高い 。

　蛍光緑は技術的に黄みよD の色となり、色度座標

の範囲を長波長側 に広げざるを得な くな っ た。そ し

て 、基 準色の 位 置が 蛍光 赤との混 同線 上にくること

になり、こ れま で 緑 の 表示 事項にあ っ た
」
進 行

”
を除外

することにした 。

　こ の 規 格に基 づ い て 製作さ れる標識板 の規格がZ

9108 蛍 光安全標識板で あ り、それを使う色 材の 規

格と して、JIS　K　5673 安全色彩蛍 光塗料が 1967 年

に制定されて い る。

　JIS　Z　9115 自発 光安全 標 識板 ・Z　9100 蓄光

安全標識板

　自発光安 全標識板 は、地下道 や船舶 、航空機な ど

で 、夜 間または停 9 な どの 場合に、自ら発光 して 災

害 防止 に役立 つ ことを 圉的 に、 1968 年 に制定 され

た。標 識板 の 種類 は、人 命救 助、爆発 や防 火な ど、

極め て 切実な場合の 表示 に 関するも の で 、意匠 は通

常 の安全標識 に準 ずる こ とにな っ て い る 。 ただ し、自

発光 によ っ て 標 識全体がそ の まま見 える の で なく、自

発光材料を施した簡易な文字、矢印などの限られた

部 分が、暗い所で認 められる程度 の弱 い発 光の標識

板 というこ とで ある。

　色に 関する規定は なく、自発光材料とし て、蛍光

粉末を放射線物質の 放射線によ っ て 常時発 光さぜる

も の で 、そ の 輝度が暗所視輝度と い う値で 表示 され

ている 。 また、使用 に当た っ ては 「放射線 同位元素等

による 放 射線障害防止 に 関する法律」の 規定 を順守せ

よとい うこ とで、こ れまで の 安全標識板から見 れば特

殊なもの である。

　蓄 光安全標識板 は、上 記自発光安全標 識板が 、取

り扱 い 上の問題や製造面 での難しさなどで生産量も

激 減し、こ れに代 わる 同等 以 上の 機 能を持 つ もの と

して 1987 任 に規 格として 制定 された。

　適用範囲は通常の安全標識並みに広範囲を目指 し

て いるが、使われそうもな い建設作業現 場や、道路、

「
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．一 一一一一
「

ぷ頭、空 港な どは省かれ、代 わ っ て ホテル や百 貨店

な どが加 えられて い る。そ し て標識版 に は、A種
・
壁

面掲示形とB種 ・床面設置形 の 2種がある 。

　意匠 は、自発光 の場合 は必要な 文字や図形が浮き

出して 見え る の で あ っ たが、蓄光 の 場合は主として地

色の部分 が白っ ぼく光り、その 中に文字や 図形が黒く

く っ き り描 か れ て 見 え る と い うわ け で あ る 。

そ して、標識 板 の 置 か れた 周囲 の 背景も暗黒 の 地 色

とな っ て 、掫め て 鮮 明 に標 識板 の 存在が明示 される

の である。蓄 光材料とは、緑色系の りん光を発する

硫 化 亜 鉛 粉末 で 、こ れを合成樹脂材料に 分散させ て

蓄光層 を形成させ たもの で 、りん光の強さや保持 時

間な どが大切な の で 厳 しく性能 を設 定 して いる 。 そ

の色 につ い て は 、A種 と B種 の そ れ ぞ れの 色度座標 の

範囲が、］〜 9までの 複雑 な コー
ナ
ーポイ ン トの 値と

して付表と付図で示 されて い る。

　 以 上、195 ］年から ］990 年まで の 39 年問にわた

る 安全色関係の 規格の 変遷に つ いて、着 目点をかい

摘ん で記述 して きた が、ここに到っ て、ISOとの 整合

化推進 や、こ れま で の 多 岐にわた っ て 展 開されてき

た諸規格の、抜本的見 なおしが必要視される時とな

り、 1993 年 に 通産 省 工 業技術 院 の 委 託 を 受 け 、見

直し委員会が立ち 上げられた。

5．2 　規格の統廃合

　 表 1に示 したよ うに 1993 年 当 時安 全 色 彩 関係の

JISは 20 規格を超 え て い て 、そ の 整理統 合化 が求め

られ てお D、（社）日本保安用品 協会は、こ れ に応 じ

て 各種 色材 の 規格 をまとめだ 安 全標識の色
冒
、デザ

イ ン を規定 する
’．
安全 標識 の デザイ ン

”
、品質を規定

する
L
安 全標 識板

”
の基本の 3大規格として まとめる作

業 部会を 1993 年度 から進めて い た 。

　 こ の ような規格の 整 理統合や LSO　3864 との 整 合

化な どの新 事業 を進 め る こ と か ら、安 全色 彩
．’
を
「’
安

全色
．
之 新しい イメ

ー
ジで 呼ぶようにな っ たのである 。

　 JIS　Z9101 −1995 安全色及び安全標識

　
“
び っ くり仰天　ね ずみ

一
匹
”

　 ISO　3864 の 改正WG 　1が進 められ て いる最 中、な

ぜこの 初版を急にJISに制定しなければな らな か っ た

の か。そ の 狙 い はただ一
つ 、図5 に示 した箇条9の

補助標識 ・注 意 喚起 マ
ー

クそ のもの で あ っ た 。 その

頃 日本で は 1991 年代か ら製造物責任法（PL法）によ

る製 品安 全に対する国民 の意識が高まり、立法化の

勤きなど製品安全を対象とした安全 色及び安 全標 識

へ の関 心 が 高 ま っ た。こ れ は ISO　3864 初版 が、製

品安全と産業安全 を共 有する規格とみ なされ て い て 、

国 はそ のJIS化を強く要望したので ある 。 その 原案作

成委員会の構成 は、主婦連、消費者協会、商］：会議

所などを始め とす る 、30 名 以上の製品安全に関係の

深い メ ン バ
ー

で 占め られて い た。（委員長力口藤久明、

副 は筆 者）

　新JIS　Z　9103 −1995 安全 色
一一般 的 事項

JIS　Z 　9104 −1995 安全標識
一一

般的事項

　上記のようなことで特 に必要 のない 両 規格で あ っ

たが、色、デザイ ン、品質の 3大 規格にまとめるとい

う体 裁 だけは見せて いるらしい 。 　 以下、新新JIS　Z

910 ］：2005 及び Z9 ］03 ：2005 、　Z91042005

に つ い て は、次の執筆者 に バ トン タ ッ チ する 。
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図 5　注意喚起マ
ーク
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